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1. 年  ⾦ 在職⽼齢年⾦の改正 

今年 4 月から在職⽼齢年⾦制度が⾒直され、年⾦が減額になる基準額が引き上げられます。今回の⾒直しは、平均寿命・
健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが趣
旨とされています。本稿では、在職⽼齢年⾦の基本的なしくみと、改正の内容についてお伝えします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１．基準額が月65万円に引き上げ 
在職⽼齢年⾦制度は、賃⾦と⽼齢厚⽣年⾦の合計が

一定の基準額を超える場合、年⾦の一部または全額が
支給停止となる制度です。 
 本制度の対象となるのは、⽼齢厚⽣年⾦を受給しな
がら働く⼈のうち、企業で厚⽣年⾦に加⼊して働く60
歳以上の従業員や役員です。厚⽣年⾦保険の加⼊対象
とならない働き方をしている⼈は、この制度の対象に 

はなりません。 
どのくらいの賃⾦を受け取ると年⾦が減額となるか

は「基準額」で判断されます。基準額とは、賃⾦と⽼
齢厚⽣年⾦の合計です。この基準額が、今年4月から
月65万円に引き上げられます。今年3月までは基準額
が月51万円であるため、今回の⾒直しは、働く高齢
者にとって有利な改正といえます。下のイメージ図を
ご覧ください。 
 

イメージ図では、賃⾦月46万円＋⽼齢厚⽣年⾦月10
万円＝合計月56万円のケースを例に挙げています。 

今年3月までは、基準額（月51万円）を超える5万円
の半分、25,000円の⽼齢厚⽣年⾦が減額されます。 
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※⽇本年⾦機構「在職⽼齢年⾦早⾒表」より 

 

2. 職場風土 自社商品の買取り強要 

営業ノルマを達成させるため、従業員に自社商品を買わせる、いわゆる「自爆営業」が話題になっています。従業員の
経済的損失や精神的苦痛につながるだけでなく、法令違反にも当たるおそれがあるとして、厚⽣労働省も注意喚起を⾏っ
ています。本稿では、厚⽣労働省のリーフレット「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」に掲
載されている、自社商品の買取り強要の事例と法的問題点を紹介します。 

 
一方、今年4月からは、基準額が月65万円に上がる

ので、⽼齢厚⽣年⾦は減額されず、10万円全額受け取
れます。さらに、賃⾦が月９万円増えても、⽼齢厚⽣
年⾦は減額されません。 
※⽼齢基礎年⾦は調整の対象にはなりません。 
 
2．総報酬月額相当額  

在職⽼齢年⾦制度では、会社から受け取る賃⾦のこ
とを「総報酬月額相当額」と⾔います。毎月の賃⾦＋
1年間の賞与を12で割った⾦額です。賃⾦や賞与は、
実際に支払われた⾦額ではなく、それぞれ「標準報酬
月額」「標準賞与額」で計算します。70歳以上になる
と厚⽣年⾦に加⼊する必要がなくなるので、それぞれ
「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当す 
 

 
る額」となります。 

上のイメージ図では、総報酬月額相当額（賃⾦）が
46万円となっています。内訳は、標準報酬月額36万
円、標準賞与額120万円（月額10万円）で計算されて
います。 

また、⽼齢厚⽣年⾦の額は、在職⽼齢年⾦制度では
「基本月額」と⾔います。加給年⾦を除いた⽼齢厚⽣
年⾦（報酬⽐例部分）の年額を12で割った⾦額で
す。イメージ図では、基本月額（⽼齢厚⽣年⾦）が
10万円となっています。 

以上をふまえて、基準額が65万円にアップした場
合に、基本月額（⽼齢厚⽣年⾦）がいくら減額（停
止）されるかを示したのが次の表です。 
 

 
3．さいごに 
 年⾦の減額については、⽇本年⾦機構が計算して、
高齢者本⼈に直接通知するので、企業で計算する必要
はありません。しかし、高齢従業員の賃⾦水準や働き
方については、本⼈の希望も踏まえて調整されること
も多く、そのなかで在職⽼齢年⾦が話題になる場合も
あります。そのため、企業としても制度の概要を説明 
 

 
できるようにしておくとよいでしょう。 

また、企業には、在職⽼齢年⾦の判定に関わる算定
基礎届、月額変更届、賞与支払届などを適切に提出す
ることが求められます。これらの届出の代⾏や高齢従
業員が働きやすい環境の整備などについてお困りの際
は、弊所までお気軽にご相談ください。 
 
 

 
１．ノルマ未達成時の買取り強要 
 一つ目の事例は、「従業員ごとに売上高のノルマを
設定。ノルマ未達成の場合、就業規則や口頭等で自社
商品購入を求める」というものです。 

自社商品の売買契約が公序良俗に反して無効となる
ほか、不法⾏為による損害賠償責任が認められる可能 
 

 
性もあります。また、賃⾦控除に関する労使協定を締
結せずに購⼊代⾦を従業員の賃⾦から控除した場合に
は、賃⾦の一部を控除して支払うことを禁じた労働基
準法第24条に違反します。 

購⼊代⾦を本⼈が直接支払う場合でも、従業員が断
りにくい状況のもとで自社商品を購⼊しているのであ 
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Q & A 
記事の中でちょっと気になる⾖知識をご案内。今回は、1 ページ目の「在職⽼齢年⾦の改正」に関連する
⾖知識をお伝えします。 

 
 
   

Q． 従業員が年⾦を受け取りながら働いている場合に、留意すべき事項を教えてください。 

A． 
企業としては、従業員が年⾦を受け取りながら働いている場合、退職や年齢に応じた
年⾦の⾒直しが⾏われることを理解し、適切に対応することが求められます。主なポ
イントは以下の通りです。 

■退職後の年⾦⾒直し（退職改定）︓従業員が退職して 1 ヶ月を経過した場合、その従業員の年⾦額は⾒直されます。この
改定により、年⾦額が調整されるため、企業としても退職後の年⾦額がどう変更されるかについて、従業員に正確な情報
を提供することが大切です。年⾦額の再計算は、退職⽇から 1 ヶ月経過後の翌月分から⾏われます。その際、年⾦の支給
停止が解除されることがあり、従業員にとっては年⾦額が変更されることを理解しておくことが必要です。 
■年齢に応じた年⾦額の⾒直し︓従業員が一定の年齢に到達した場合、年⾦額の⾒直しが⾏われます。これにより、年⾦
の支給停止がなくなり、全額が支給されるようになります。（年齢に達した際に年⾦の一部または全部が支給停止されてい
た場合、再び年⾦が全額支給されることを意味します）また、これまで年⾦に反映されていなかった厚⽣年⾦の加⼊期間
が再計算に含まれ、年⾦額が調整されます。  

 
れば、労働者保護の観点から問題が⽣じるおそれがあ
ります。 

この事例に関連した裁判例（東京地裁 平成20年
11月11⽇判決）もあります。営業社員が、会社から
「商品を理解しなければ仕事はできない、そのために
は商品を買う必要がある」と強く⾔われたが、購⼊を 
拒否したところ、重ねて「商品を理解しない者には仕
事をさせるわけにはいかない」と⾔われたため、やむ
を得ず自社商品を購⼊した事案です。 

判決では、使⽤者としての⽴場を利⽤し、仕事にか
らめて従業員に不要な商品を買わせたことが、「公序
良俗に違反する商法」で「不法⾏為を構成する」と判
断されました。商品代⾦相当額の損害賠償請求も認め
られました。 
 
２．達成困難なノルマ 

⼆つ目の事例は「従業員ごとに売上高のノルマを設
定。ノルマ未達成の場合、⼈事上の不利益取扱いを受
けることを明示。従業員がノルマ達成のため、自身の
判断で自社商品を購入」というものです。 

この事例では、会社は自社商品購⼊を強要していま
せん。しかし、従業員が高額の商品を繰り返し買って
いる状況を知りながら放置しているような場合は、従
業員との売買契約が公序良俗に反して無効となり、ま
た不法⾏為による損害賠償責任が認められる可能性も
あります。さらに、単純にノルマ未達成だけを理由に
懲戒処分を⾏うことについても懲戒権の濫⽤として無
効となる場合があります。 

三つ目の事例は「現実的に達成困難なノルマを設
定。ノルマ未達成の場合、⼈事上の不利益処分を⾏
う」というものです。 

 

 
達成困難なノルマ設定が、業務命令権の濫⽤として

無効となる可能性があり、無効の場合は、ノルマを前
提とした不利益処分も無効となります。また、このよ
うなノルマの達成を指示すること自体、不法⾏為とし
て損害賠償責任が認められる場合があります。 

この事例に関連した裁判例（大阪地裁 平成27年4
月24⽇判決）もあります。⾶び込みで新規顧客開拓
を1⽇100件⾏うよう指示された営業職の事案です。
裁判所は、会社の指示は相当ハードルが高く、合理的
な理由があるとは認められず、その他の事情をあわせ
て考慮した上で、指示は「労働者に対する嫌がらせで
あり、不法⾏為を構成する」と判断。慰謝料請求も認
めました。 
 
３．さいごに 

もっとも、前述の事例は、従業員に過度な負担が及
んでいる極端なケースとして捉えるべきでしょう。実
際には、社員割引制度の利⽤や販促への協⼒依頼な
ど、従業員が自社商品に関わる場面そのものは、企業
活動の中で一定程度⾒られます。そのため、問題を考
える際には、自社商品の購⼊協⼒自体の有無ではな
く、それが従業員の自由な意思に基づくものとなって
いるか、過度な経済的・⼼理的負担を⽣じさせていな
いかという点を確認することが重要です。 

とくに、商品購⼊や販売協⼒に関する取扱いについ
て、就業規則や社内ルール、⽇常の運⽤の中で当然の
ものとされている場合には、従業員に一方的な負担を
課すものとなっていないか、そのあり方を点検してお
くことが望まれます。 
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3. 提  供 『経営に役⽴つリポート』を無料でご提供いたします︕ 

弊所がお届けするリポートは、経営に役⽴つ情報が満載です︕ 
ビジネスにおける経営戦略、企画・営業、広報、⼈事管理などのマネジメントに 
関連する情報から、法改正やデジタル化の進展といったビジネストレンドに関する 
情報まで、多岐にわたる内容を取り揃えております。 
以下のリポートの中からご興味のあるテーマがございましたら、弊所あてに 
お気軽にご連絡ください。ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたします︕ 

今月の経営に役⽴つリポート 
 

リポート番号 タイトル 内容 

＃52061 
（全 9 ページ） 

弁護士が注目する 2026 年度の法務 3 大ニュース 

・2025 年度・2026 年度の 3 大ニュース 
・2025 年度の総括 
・2026 年度の主なニュース 
・今後の対応について 

＃52062 
（全 6 ページ） 

税理士が注目する 2026 年度の税務 3 大ニュース 

・2025 年度・2026 年度の 3 大ニュース 
・2025 年度の総括 
・2026 年度の主なニュース 
・今後の対応について 

＃52063 
（全 7 ページ） 

2026 年法改正︕男⼥の賃⾦差異、 
どこからが違法な「男⼥差別」︖ 

・常時 101 ⼈以上の会社では、男⼥の賃⾦差異の公表が義務化 
・ケース 1︓性別の違いだけを理由に賃⾦に差を付ける 
・ケース 2︓性別の違いだけを理由に職務に差を付ける 
・ケース 3︓産休などを取った⼥性の賃⾦を極端に下げる 
・（補⾜）違法ではないものの、⾒直しが必要なケース 

＃52064 
（全 6 ページ） 

2026 年法改正で中⼩企業の 
「内部通報窓⼝」はどう変わる︖ 

・内部通報とハラスメントの対策はセットで︕ 
・公益通報者保護法の概要 
・内部通報とハラスメント相談窓⼝の一元化 

＃52065 
（全 16 ページ） 

デザインセンスなしでも OK︕ 
資料が⾒やすくなる 3 つのポイント 
（⽣成 AI のプロンプト例付き） 

・３つのポイントで資料をアップデート! 
・（ポイント１）情報が整理されて⾒えるか 
・（ポイント２）⾊や⽂字が⾒やすいか         等 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 03-6712-8889 
FAX ＞＞＞ 03-6712-8885 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記⼊いただきました個⼈情報は、リポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利⽤いたしません。 

 
 
お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 
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竹中 幹夫 

最近、お客様から副業・兼業についてご質問をいただき、あらためてルールを確認す
る機会がありました。厚⽣労働省のモデル就業規則でも副業・兼業を認める規定があ
り、国としても促進の方向にあります。 

ただ、実際の運⽤を考えると、なかなか簡単ではありません。本業と副業の労働時間
を通算して割増賃⾦を計算する必要があり、さらに健康管理のためには、副業先を含め
た総労働時間も把握しなければなりません。法に沿ってきちんと対応しようとすると、
思っている以上にハードルが高いと感じます。 

特に、企業にとって副業先の労働時間を正確に把握することは実務上かなり難しく、
このあたりが副業・兼業を進めにくい一因になっているように思います。 

現在は労働時間通算ルールの⾒直しも議論されており、今後の動きが気になるところ
です。 

  

野々山 環 

新年度から自治会の班⻑を務めることになり、担当班の組⻑さんたちとやり取りしなが
ら一年間活動していくことになりました。 

主な役割は、各組で集めていただいた自治会費・寄付⾦の取りまとめや担当地域の転⼊・
転出の状況確認、月一回の会合出席や組⻑さんへの周知、掲示板の管理など、なかなか盛
りたくさんです。 

慣れないことばかりで正直なところ⼿探り状態ですが、地域の皆さんの協⼒があって成
り⽴つ役割だと実感しています。夫婦で声を掛け合いながら無理のない形で一年を乗り切
ることを目標にしています。 

  

 

 

 

佐々木 良 

令和 8 年度のおすすめの助成⾦についてコラム内で情報提供していきます。 

【今年の一押し】⼈材開発支援助成⾦（事業展開等リスキリング支援コース） 

変化の激しい現代において、優秀な⼈材の確保と定着率の向上は、避けては通れない最

優先の経営課題です。そこで今、最も注目されているのが「リスキリング（学び直し）」の

支援です。この助成⾦は、新規事業への進出やデジタルトランスフォーメーション（DX）

など、時代の変化に合わせた「新たなスキル習得」を国が強⼒にバックアップする制度で

す。 

 

受給要件が多々ありますので、ご興味がありましたらお声がけください。 

   

関根 智樹 

今年の花粉症は例年になくひどく症状が出ていて、⽪膚にも症状が出てしまい、特に頭
⽪が２月の下旬あたりからずっとかゆくて、結構つらいです。 

⽪膚科にも何度も通院し⾊々な薬を試しましたが、なかなかかゆみが治まらず、仕事を
していても、かゆくて集中ができない時間が続いたり、寝付けなかったりと、正直かなり
困っています。はやく花粉の季節が過ぎ去ってほしいなぁ。 
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堀内 和希 

ちょうど桜が散り始め、美しい季節となった折に、この原稿を書いております。皆さま

はお花⾒に⾏かれましたでしょうか。私は先週、家族とともに花⾒を楽しみ、明⽇もまた

お花⾒に出かける予定です。 

桜の名所を訪れるもの素敵ですが、桜は身近な場所にも多く咲いており、少し歩くだけ

でその姿を目にすることができます。花びらが風に舞い、静かに散っていく姿を眺めてい

ると、⽇々の疲れが和らぎ、⼼が洗われるように感じます。 

皆さまも、この季節ならではの景⾊を楽しみながら、⼼安らぐひとときをお過ごしくだ

さい。 

  

樋田 美奈⼦ 

2026 年 4 月 1 ⽇から、健康保険の被扶養者認定ルールが変わります。 

最大の変更点は、扶養に⼊れるかどうかの判定基準です。 

これまでは、過去の給与実績や将来の⾒込みなど、『実際にいくら稼ぐか』を総合的に判

断していました。しかし、2026 年 4 月 1 ⽇からは、『労働契約（労働条件通知書）』の内

容に基づいて判定されます。 つまり、契約を結ぶ段階で年間収⼊が 130 万円未満であれ

ば、原則として扶養に⼊れます。これにより、当初の契約が基準内なら、実際に働いてみ

て結果的に 130 万円を超えた場合でも、すぐに扶養を外されることはなくなります。詳し

くは、弊社の YouTube にて解説動画をアップしておりますので、ぜひご視聴ください。  

  

楠橋 ルリ⼦ 

春は気温や⽣活環境の変化が大きく、⼼身ともに疲れがたまりやすい季節です。「春バ
テ」や自律神経の乱れを感じる方も少なくありません。 

昔の⼈々は、その季節に採れるものを⾷べるのが当たり前でしたが、それは結果的に理
にかなった健康法でもありました。春に旬を迎えるふきのとうやタラの芽などの苦味のあ
る⼭菜は、冬の間に体に溜まった⽼廃物の排出を助け、体を目覚めさせる働きがあるとい
われています。さらに、環境の変化によるストレスで胃腸が疲れやすいこの時期、春キャ
ベツに含まれるビタミン U（キャベジン）は胃粘膜の修復を助け、「天然の胃腸薬」と呼ば
れてきました。 

一年中何でも⼿に⼊る今だからこそ、あえて「春の旬」を意識して選ぶことが、春の体

調不良と上⼿に付き合うヒントになるかもしれません。 

  

吉田 洋⼦ 

この春は我が家にとって、子どもの卒園と⼩学校⼊学という大きな節目となります。 
まだまだ⼿のかかる一方で、目標に向けて歩き始めたちいさな背中をまぶしい思いで⾒

つめる⽇々です。 
『⼩ 1 の壁』という⾔葉がありますが、⽣活環境が大きく変わるこの時期を乗り越えた経
験が育児と仕事の両⽴に取り組まれるお客様へのよりよい労務アドバイスを可能にする
のでは、という期待をもって臨みたいと考えています。  
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     朝日 由紀⼦ 

4 月は新⽣活の季節ですね。 
この時期になると、新卒で⼊社した会社の新⼊社員だった頃を思い出します。やること

なすことすべてが新鮮で楽しく、毎⽇がキラキラしていたことを覚えています。 
社会に出て〇⼗年、酸いも⽢いも味わい尽くした感じもありますが「初⼼忘るべから

ず」。どんな仕事でも常に新たな気持ちで取り組んでいきたいものです。 
4 月から新⽣活を迎えられた皆様を⼼より応援するとともに、私自身もキラキラした気

持ちを思い出し、気を引き締めて精進してまいります︕ 

   

 ⼩林 正樹 

いよいよ 4 月になりました。 
実は私にとって、1 年の中でいちばん好きな月がこの 4 月です。新年度の始まりという

こともあり、毎年どこかワクワクした気持ちになります。仕事もプライベートも、良いス
タートを切っていきたいですね。 

ソラーレでは、月に 2 回 YouTube 配信を⾏っていますが、私もついに配信に参加させ
ていただきました。自宅で少し練習していたところ、娘（5 歳）が「パパ、YouTube に出
るの︖」と興味津々。普段から YouTube をよく⾒ているだけあって、なかなか鋭い視点
でフィードバックをくれました。その意⾒も参考にしながら、次回はさらに良い内容をお
届けできるよう頑張りたいと思います。よろしければ、ぜひご覧ください。 

   

 

大谷 雄二 

3 月 28 ⽇に、 JR 大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラック
ス）」がオープンしました。 

81 店舗の商業施設、都内最大級のサウナ施設、オフィス、ホテルが⼊る超高層ビル 2
棟で構成されています。中でも一番のニュースは、映画館が出来たことです。 

最近は映画をネットの動画配信サービスで⾒ることが多くなりましたが、自社の所在
地の駅直結のビルに映画館があるというのは嬉しいですね。 

商業施設が⼊っている 1F〜5F の通路は、風が吹き抜ける設計になっているので、晴
れの⽇は⼼地よく、雨の⽇は傘が必要です。 

オープンしたばかりなので、大井町トラックスは連⽇大勢の⼈で賑わっています。飲
⾷店はかなりの⾏列です。なので、周囲の飲⾷店も以前より⼈が⼊っているようです。 

ショップも地元のスーパーより高価な自然⾷品を揃えていたり、⽇⽤雑貨の店や、ペ
ットショップもあって便利になりました。 

これからも発展していく大井町の様子を⾒るのが楽しみになりました。  
＊今月号から「⼈事労務 実務カレンダー」を添付しております。 

 ご確認のほど、お願いいたします。 
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